
平成３０年１１月３０日（金）～１２月２日（日）

●参加者 商談時に必要な書類です。

会社名 担当者

住所

ＴＥＬ番号
ＦＡＸ
番号

主要商品

●什器・備品展開希望台数について （原則、イオン側で用意します。）

サイズ 台数 サイズ 台数 サイズ 台数

冷蔵多段ケース

●参加者持ち込み什器、備品について

台数

●駐在販売員の氏名 ※ 食品関係従事者は、必ず2ヶ月以内の検便証明書が必要。

催事初日に検便証明書の写しを提出して下さい。

●PL保険（生産物賠償責任保険）締結の確認

※ 商談時に、保険証書又は付保証明書の写しを提出して下さい。

●駐車場使用の申告

●要望事項・質問事項など

名称名称 名称

平台 （ワゴン）

冷凍ｵｰﾌﾟﾝｹｰｽ 実演枠

コールドテーブル

駐
在
時
間
を
記
入
し
て
下
さ
い

ヨーカン棒

月 日（ ） 月 日（ ）

車両番号車名 駐車期間

月 日（ ） 月 日（ ）氏名 月 日（ ）

冷蔵ｵｰﾌﾟﾝｹｰｽ

フライヤー

調理台1200

電気容量名称

メールアドレス

ホットプレート

電気ポット

イオンモール京都桂川 「三重県フェア」 催事参加申込書

電子レンジ

名称 電気容量 台数



１ 催事参加申込書 記入内容

① 参加者の情報

② 平台・冷蔵ケース・冷凍ケースなどのレンタル希望台数

       原則、イオン側で無償で用意します。

サイズ、本数など詳しくは、商談時に決定します。

③ 参加者の持ち込み什器・備品

電気使用のホットプレートや電気ポット、電子レンジなどです。

ガスなど火器は使用できません。催事場は電気容量に限りがありますので

使用電気容量も記入して下さい。

④ 駐在販売員の氏名

催事期間の日毎に記入してください。

食品を販売される駐在販売員は、2か月以内の検便証明書の写しを

催事初日に提出していただきます。

検便検査項目は、赤痢菌・腸チフス菌・パラチフスA菌・サルモレラ属菌・

腸管性出血性大腸菌（O157、O26、O111)の5項目です。

⑤ PL保険（生産物賠償責任保険）を締結していることが必要です。

催事前日に保険証書又は付保証明書の写しを提出して下さい。

⑥ 駐車場使用の申告をして下さい。

モールの駐車場を使用する場合、使用時間・場所によっては、駐車料金が

発生する場合があります。

２ その他確認事項

① イオン側で、商品のバーコードの作成が必要な場合、イオン担当者へ申告して下さい。

② 商品の見切り販売が必要な場合、イオン担当者へ申告してください。

③ 催事前日の14時から商品陳列と売場の陳列など作業が開始となります。

プライスカードの貼付け、バーコードの貼付け（必要な場合）の作業を17時までに実施して下さい。

17時から18時まで店内の説明や諸注意事項などミーティングが行われます。

時間は厳守してください。

⑥ 催事当日、開始時間までに下記の作業を完了させて下さい。

商品の陳列の完成

プライスカードの貼付け完了

必要な場合、バーコードの貼付け完了

売価が正しいことの確認

商品の表示が正しいかどうかの確認

名称・原材料名（食物アレルギー特定原材料 7品目：えびかに・小麦・そば・卵・乳・落花生を

含む場合は、表示が必須です。）・内容量・消費期限、賞味期限・保存方法・製造者
保存方法通りの陳列がされているか
販売員の身だしなみのチェック（帽子又は三角巾は必須です。）
検便検査済表の控えの提出


